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１ 大仙市耐震改修促進計画の概要

(１) 計画の法的根拠

大仙市耐震改修促進計画（以下「市促進計画」という。）は、「建築物の耐震改修の促

進に関する法律」（平成７年法律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第５条

第７項に基づき、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために策定します。

（２）計画の位置付け

市促進計画は、国の基本方針に基づいて作成された「秋田県耐震改修促進計画」(以下

「県促進計画」という。)を勘案して策定します。

また、本市がめざす将来都市像の指針である、大仙市総合計画(平成１８年６月)「人

が活き人が集う夢のある田園交流都市」に基づくとともに、「大仙市地域防災計画」(以

下「市防災計画」という。）等の基本施策との整合性を図りながら定めるものです。

(３) 計画の目的

本計画は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護す

るため、県及び建築関係団体等と連携して、既存建築物の耐震診断・耐震改修を総合的

かつ計画的に推進するための枠組みを定めることを目的とします。

なお、計画期間は、平成２０年度から平成２７年度までの８年間とし、必要に応じて

本計画を見直すものとします。

図１－１ 耐震改修促進計画の位置付け

市の目指すべき将来都市像の

国の地震防災戦略 指針

耐震改修促進法の改正 大仙市総合計画

耐震診断、改修の促進を図 「人が活き 人が集う 夢の

るための基本方針 ある田園交流都市」

県の耐震診断、改修の促進を 市の総合的、計画的防災計画

図るための施策

秋田県耐震改修促進計画 大仙市地域防災計画

大 仙 市 耐 震 改 修 促 進 計 画
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２ 計画策定の背景と現状

（１） 計画の背景

平成７年に発生した阪神・淡路大震災は、戦後初めての大都市を直撃した激震であ

り、大規模な都市災害が発生し、建築物についても多くの被害が生じ、多数の貴重な

人命が失われるという凄まじい自然の破壊力を見せつけました。

この震災の建築物の被害状況において、特に昭和５６年の建築基準法改正による

「新耐震設計法 ※１」以前の建築物の被害が顕著であったことから、国民の生命 、身

体及び財産の保護を目的とし、建築物の耐震改修を円滑に推進するために「耐震改修

促進法」が平成７年１０月２７日に公布され、同年１２月２５日より施行されました。

最近では、平成１６年１０月の新潟県中越地震、平成１７年３月の福岡県西方沖地震、

そして今年も７月に岩手県沿岸沖地震などの大地震が頻発しており、我が国において､

大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。

また､東海地震、東南海・南海地震及び首都直下型地震などの発生の切迫性が指摘さ

れ、ひとたびそれらの大地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。

そこで国においては 、平成１８年から１０年後(平成２７年)に、死者数及び経済被

害額を被害想定から半減させるという観点から、住宅及び一定規模以上の建築物（以

下「特定建築物」という。）の耐震化※２を、現状の７５％から９０％にすることを目

標としました。それを達成するために、耐震改修促進法の改正が平成１７年１１月７

日に公布され、平成１８年１月２６日より施行されました。

この改正では、建築物の耐震診断※３ 及び耐震改修※４の一層の促進を図るため、国

土交通大臣による基本方針及び都道府県による耐震改修促進計画の策定等が規定され、

秋田県では平成１９年３月「秋田県耐震改修促進計画」（以下「県促進計画」という。）

を策定しています。

※１ 昭和５６年６月１日から施行された建築基準法の構造設計基準のこと。昭和５６年以前に

建てられたものは、それ以降のものに比べて地震に対する安全性が劣っている場合があると

考えられます。

※２ 耐震改修・建替え等により、地震に対する安全性が確認された状態。

※３ 既存建築物の地震に対する安全性を評価すること。

※４ 地震に対する安全性の向上を目的として行なう改修のこと。
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（２） 住宅・建築物ストックと耐震化の現状

① 住宅・建築物のストック数

本市では、平成１９年度の大仙市固定資産台帳資料によると、住宅・建築物数

は６４，２４１戸あり、その内住家が３５，５９０戸(約 55 ％)となっています。
（表２－ 1）

表２－１ 住宅・建築物数

木 造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 その他 全建築物

住 家 34,820 46 675 49 35,590

非住家 25,483 145 2,828 195 28,651

合 計 60,303 191 3,503 244 64,241

※平成２０年３月３１日現在：大仙市固定資産台帳より

表２－２ 住宅の建築時期・構造別数

昭和４４年以前 昭和４５～５６年 小 計 昭和５７年以降 合 計

木 造 10,404 10,305 20,709 14,111 34,820

非木造 61 205 266 504 770

合 計 10,465 10,510 20,975 14,615 35,590

※平成２０年３月３１日現在：大仙市固定資産台帳より

② 住宅の耐震化の現状

平成１９年度の大仙市固定資産台帳の資料によると、本市では住家は３５，５９０

戸であるが、昭和５６年以前に建築された耐震性が不十分と推計される住宅は

２０，９７５戸（約５９％）あります。(表２－１、表２－２、表２－３）

昭和５７年以降に建築された耐震性が十分とされる住宅については、１４，６１５

戸（約４１％）あります。

また、昭和５６年以前に建築された住宅については、県促進計画を参考にすると約

３００戸が耐震化されていると推計されます。

住家は約９８％が木造で占められており、その耐震化が急がれます。
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表２－３ 住宅の耐震化の状況

耐震性区分

住 家

(戸数・割合) うち木造住家 (戸数・割合)

全 住 家 ３５，５９０戸 （１００．０％）

うち木造住家３４，８２０戸（１００．０％）

耐震性を満たすと推計される

住家 １４，６１５戸（４１．１％） うち木造住家 １４，１１１戸（４０．５％）

耐震性が不十分と推計される

住家 ２０，９７５戸（５８．９％） うち木造住家 ２０，７０９戸（５９．５％）

※平成２０年３月３１日現在：大仙市固定資産台帳より

③ 特定建築物の耐震化の現状

耐震改修促進法では、学校、運動施設、病院、診療所、劇場、集会場、店舗、ホテル、

旅館、共同賃貸住宅等多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの（以下「特定

建築物(表２－５)」という。）について耐震化に努めるよう規定しています。

市内には、９３棟の特定建築物があります。

④ 市所有特定建築物の耐震化の現状

市所有の多数の者が利用する特定建築物の耐震化の状況について、各用途に分類し

たものを表２－４に示しました。

対象建築物の合計７２棟のうち、耐震化済みの建築物は１棟です。

表２－４ 市所有特定建築物の耐震化状況

対象棟数 耐震診断 耐震性の 耐震化済 新 耐 震 耐震化率（％）

建 物 用 途 (旧耐震) 実施棟数 確認棟数 棟 数 棟 数 （c ＋ｄ＋ｅ）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ） （ｅ） （ａ＋ｅ)

学 校 ６３ ７ ７ ０ ５２ ５１．３

庁 舎 等 ３ ０ ０ ０ ５ ６２．５

医 療 施 設 ０ ０ ０ ０ １ １００．０

そ の 他 ４ １ ０ １ ０ ２５．０

公営住宅等 ２ １ １ ０ ８ ９０．０

合 計 ７２ ９ ８ １ ６６ ５４．３

※ 平成２０年３月現在｡ 対象棟数は昭和５６年以前に建築された特定建築物

※ 新耐震棟数は昭和５７年以降に建築された特定建築物

※ 学校については構造別、用途別及び分割される棟ごとで表示しています。
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表２－５ 特定建築物一覧表
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３ 大仙市で想定される地震の規模及び被害状況

(１） 想定される地震の規模

想定地震は、秋田県地震被害想定調査(平成９年３月)において過去の歴史地震や周

辺活断層、将来の地震発生に関する学術的な知見を集約し、秋田県内５箇所(表３－２、

図３－１)のモデルの中から、大仙市に最も影響のある次の２地震(表３－１)を想定

します。

ア 陸羽地震モデル

この地震は、明治２９年（１８９６年）に、千畑町、大曲市等の仙北平野の中北部

に大きな被害をもたらしたマグニチュード７．２（±０．２）と推定されている地震で、

千屋地震断層やその他の地震断層を出現させたものであり、大仙市に大きな影響が出

る地震として想定しました。

イ 強首地震モデル

秋田仙北地震ともいわれ、大正３年（１９１４年）に仙北平野の西北部を中心に大

きな被害をもたらしたマグニチュード７．１と推定されている地震で、大仙市に大き

な影響が出る地震として想定しました。

表３－１ 大仙市に大きな影響がでると想定した地震

想定位地震 マグニチュードＭ 対象地域 備 考

地震Ｃ ７．２ 大仙市、仙北市、美郷町 M は７．２(± 0．２)の中間値を採用、
(陸羽地震モデル） 横手市 破壊方向はＮＥからＳＷ
地震Ｄ ７．１ 大仙市、横手市、湯沢市 M は記録上の推定値を採用、破壊方向は
(強首地震モデル） ＮからＳへ

表３－２ 秋田県内の被害想定対象 図３－１ 断層モデルの位置

地区一覧
想定地震 対象地域

地震 Ａ 秋田市 五城目町

（天長地震モデル） 三種町 天王地区

地震 Ｂ 能代市 大潟地区

（能代地震モデル） 三種町

地震 Ｃ 大仙市 美郷町

（陸羽地震モデル） 仙北市 横手市

地震 Ｄ 大仙市 湯沢市

（強首地震モデル） 横手市

地震 Ｅ 由利本荘市

（秋田沖地震モデル） 男鹿市 にかほ市
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(２) 想定される被害の規模

① 建築物の被害の想定

建築物の被害は、秋田県地震被害想定調査(平成９年３月)における被害想定を

用いることにし、被害の原因を震動による被害と液状化による被害を想定しまし

た。

大 破：倒壊及び現状のままでは住めない状況

中 破：そのままでも住める状態ではあるが、かなりの修復を必要とする状況

ア 表３－２ 陸羽地震モデル
現状棟数※ 大破件数 中破件数

木 造 建 物 ３８，０１５ ７，０２５ ７，１１８

非 木 造 建 物 ２，８７１ ３６ ４７

合 計 ４０，８８６ ７，０６１ ７，１６５

※平成２０年３月３１日現在：大仙市固定資産税台帳より

イ 表３－３ 強首地震モデル
現状棟数※ 大破件数 中破件数

木 造 建 物 ３８，８４５ ５，３９６ ６，４１４

非 木 造 建 物 ２，４３９ １３ ２５

合 計 ４１，２８４ ５，４０９ ６，４３９

※平成２０年３月３１日現在：大仙市固定資産税台帳より

② 人的被害の想定

居住人口を対象として以下の人的被害を予測しました。

死 者：地震の震動による構造物の倒壊に伴う圧死など、地震による直接的

な影響による死者

重 傷：入院が必要とされる程度のけがを負った人

軽 傷：入院は必要としない程度のけがを負った人で実際に病院で手当を受

ける割合は３割程度で、７割は家庭内で処置が可能な程度

被災者：地震によって住む家を失う住民、全壊、大破または消失した家屋に

住んでいた人

避難者：地震によって住む家を失い、あるいは半壊・中破した家屋が修復し

て住めるようになるまで避難する住民

ア 表３－４ 陸羽地震モデル
居住人口※ 死 者 数 負 傷 者 数 被災者数 避難者数

重傷 軽傷

６５，４６７ ３９１ ２９０ ５，４８６ １７，９１９ ３５，２３２

※平成２０年３月３１日現在：大仙市統計調査より

イ 表３－５ 強首地震モデル
居住人口※ 死 者 数 負 傷 者 数 被災者数 避難者数

重傷 軽傷

６８，０６４ ３６２ ２３１ ４，３７１ １３，８６９ ２９，３９０

※平成２０年３月３１日現在：大仙市統計調査より
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③ その他被害の想定

火災、ライフラインの被害については、「大仙市地域防災計画」での被害想定

を用いることとし、表３－６に想定地震ごとの各被害数値をまとめました。

④ 地震被害に対する積雪等の影響

積雪は震災による建物被害・人的被害を拡大させる要因となることが予想さ

れます。

特に、冬季の暖房機の使用による出火の増大や、地震動と積雪荷重による家

屋倒壊の拡大、雪崩の下敷きになる人的被害など、また雪による障害のために

応急対策の実施が阻害されると予想されます。

積雪時には、除雪作業による雪壁が地震時に崩壊し、緊急輸送道路等交通の

妨げになると予想されます。

表３－６ 想定地震の諸元および被害想定一覧
想定地震 陸羽地震モデル 強首地震モデル

項 目

導・送水管 延 長 ５，５３０㎞ ５，５３０㎞

上水道施設 被害箇所 １０箇所 １０箇所

配水管 延 長 ６９，１１０㎞ ６９，１１０㎞

被害箇所 １９４箇所 １８７箇所

指示物数 １３，９５４基 １３，９５４基

指示被害

（折損倒壊） １２基 １２基

電力施設 配電線 （焼 損） ３５３基 ３５２基

架空線数 ４１，８６２ｽﾊﾟﾝ ４１，８６２ｽﾊﾟﾝ

架空被害

(断 線) １０５基 １０３基

（溶 断） １，０６０基 １，０５７基

指示物数 １２，６７９基 １２，７６９基

通信施設 市内系 指示物被害

ケーブル （折損・倒壊） １３基 １３基

（焼 損） ３２３基 ３２２基

※大仙市地域防災計画（平成１９年２月）より
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４ 計画の基本方針・目標

（１）基本方針

市促進計画は、地震による建築物等の倒壊又は損傷により生ずる人身被害及び

物的被害を防止・軽減させることを目的として、既存建築物等の耐震化の促進を

図ることを基本的な方針とします。

（２）所有者等の主体的役割

住宅・建築物の所有者及び管理者が、自らの責任においてその安全性を確保する

ことが建築物防災対策上の原則です。また、被害情報収集や災害応急対策に利用

される公共建築物や多数の者が利用する建築物については、耐震性を含めた安全

性を確保する社会的責任がその所有者にあると考えられます。

このような認識に基づき、本市の建築関係団体及び建築物所有者等は、既存建築

物の耐震診断・耐震改修の促進のため、以下の事項の実施また啓発に努めます。

① 所有者等の役割

住宅・建築物の所有者又は管理者は、安全・安心に暮らすために、自らの問題

地域の問題として意識を持って、地震防災対策としての耐震化に取り組む必要が

あります。

② 建築士・建築業者の役割

建築士・建築業者は、地震に対する安全性を確保した良質な住宅・建築物のス

トック形成に取組むこととして、耐震化に関する技術力の向上に努め、また地震

防災対策のため、住宅・建築物の耐震化の普及・啓発に努める必要があります。

③ 本市の役割

安全・安心については、地方公共団体の重要な責務であり、県及び関係団体と

も連携を図りながら、誰もが耐震診断及び耐震改修を行うことができる環境整備

を整えるため次のことに努めます。

ア 地域固有の課題を勘案のうえ、大仙市耐震改修促進計画を策定

イ 各種推進組織・自治会等への参加による地震防災対策

ウ 市民に対し、地域の防災性や建築物の耐震診断・耐震改修に関する知識の

普及、啓発、情報提供、相談窓口の設置

エ 市所有建築物の耐震診断・耐震改修の計画的実施

オ 耐震診断・耐震改修に関する助成措置の充実

(３）計画の対象地域・対象建築物

① 対象地域

市促進計画は大仙市内全域を対象とします。

その中でも、地震防災マップ(7 (1) 参照)において被災する危険性が高いと判

断された地域については、重点的に耐震診断・耐震改修の促進に努めることとし

ます。
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② 対象建築物

建築物の用途、規模、構造及び建築年度等を踏まえ、震災時における必要性や

緊急性を勘案し、優先的に耐震改修等を行う必要性のある建築物で、昭和５６年

の建築基準法改正の新耐震設計基準(昭和５６年６月１日施行)より前に建築され

た建築物を主に対象とします。

（４）住宅・建築物の耐震化の目標

① 住宅の耐震化の目標

県促進計画及び国における住宅の耐震化の状況を参考にした場合、本市の住宅

について、平成１９年度末現在、総数３５，５９０戸のうち、約１９，０００戸

（約５３％）の住宅が耐震性を有していると推計されます。また、耐震改修のペー

スは年間約５０戸と推計されます。

本市では、地震による人的被害及び物的被害を軽減させるため、耐震性を有し

ている住宅を平成２７年度末までに６０％とすることを目標とします。

現状のペースで耐震化が進んだ場合、平成１９年度末時点で耐震化を有してい

る住宅の推計約１９，０００戸は、平成２７年度末時点では推計約２０，９００

戸になります。

今後目標を達成するためには、住宅の耐震改修のペースを現状の約２倍に推進

することが必要となります。

グラフ４－１ 住宅の耐震化の現状、予測及び目標

② 特定建築物の耐震化の目標

耐震改修促進法第６条第１号に規定する特定建築物(表２－５)については、国

及び県における耐震化の状況を参考とした場合、本市の特定建築物は、平成１９

年度末現在で、総数９３棟（市所有７２棟、他団体等所有２１棟）のうち６６棟

(約７０％)が耐震性を有していると推計されます。

本市では、地震による人的被害および物的被害を軽減させるため、耐震性を有

している特定建築物を平成２７年度末までに９０％とすることを目標とします。
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③ 公共建築物の耐震化の目標

公共建築物は、災害時の避難場所や応急処置、また情報収集や災害対策が行わ

れるなど多くは応急活動の拠点として活用されます。このため、平常時の安全確

保だけでなく、災害時の拠点施設として機能確保の観点から、速やかに耐震化

を図る必要があります。

公共建築物のうち、平成１９年度現在、市所有特定建築物の耐震診断の状況は

表２－４のとおりで、耐震性を有する棟数の占める割合は約５４％であります。

このような状況において、市所有の特定建築物については､平成２７年度末まで

に１００％の耐震化を図ることを目標とします。

また、防災上の重要な拠点施設及び多数の市民が利用する施設等の耐震化を優

先し、将来的に存在する全施設の耐震化を目標とします。

特に学校施設については、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるこ

とから、耐震化を急ぐ必要があります。

表４－１ 住宅・建築物の耐震化率の目標
震化率 現状の耐震化率 目標とする耐震化率

(平成１９年度) (平成２７年度末)

建築物種別 県 市 県 市

住 宅 ６３％ ５３％ ８０％ ６０％

特 定 建 築 物 ７１％ ７０％ ９０％ ９０％

市等所有特定建築物 ５４％ ５４％ １００％ １００％
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５ 総合的な安全対策

地震時の総合的な安全対策について、建築物防災週間の機会に防災視察を実施する等

県や関係機関と連携してその重要性について周知・啓発に努めます。

① 火災に対する安全対策

地震が発生したときには、家屋の倒壊とともに、冬季における暖房器具の使用により

出火が多発することが予想されます。更に、各建築物は大量の石油類を暖房用に備蓄し

ているため、これらが延焼の促進剤となって消防活動が困難になり火災の拡大がもたら

されることも予想され、その対策が求められます。

② 倒壊、落下物に対する安全対策

地震による被害の教訓として、新潟県中越地震では、敷地の崩壊などにより危険とな

った住宅が多くみられ、福岡県西方沖地震では、ブロック塀の倒壊により人身被害が発

生するなど、敷地やブロック塀等の安全対策が求められています。また、地震時の建築

物の窓ガラスの飛散、大規模空間を持つ建築物の天井落下、外装タイルの剥落、広告看

板等の工作物の破損落下による被害が予想されます。

③ エレベーター内の閉じ込め等防止対策

地震時における建築物のエレベーター内の閉じ込めなどを防止するため、初期微動を

感知し最寄り階に停止し、ドアを開放する装置などの地震対策が求められます。
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６ 耐震化促進の施策

（１）住宅・建築物の耐震化

① 耐震化の普及・啓発

本市では、過去の陸羽地震・強首地震を例とした地域ごとの予測震度、被害想定な

どについて情報提供するとともに、耐震化技術、法律、税制、融資制度などの地震

対策に関する情報を、パンフレットやホームページなどの多様な手段により所有者

や居住者等に提供します。

近年では、昭和５８年５月にマグニチュード７．７ 震度５の日本海中部地震など

頻繁に地震が発生しており、それらの情報を参考にしながら地震に対する対応の緊

急性や耐震診断・耐震改修の必要性について周知に努めます。

② 耐震診断・耐震改修の促進と支援

住宅・建築物の耐震化は、所有者等の責任において実施すべきことですが、耐震

診断や耐震改修には一般的に相当の費用を要します。そのため、耐震化を促進する

上では、所有者等の費用負担の軽減を図る方策が有効であると考えられます。

本市が平成２０年９月に実施したアンケート調査によると、グラフ６－１からグ

ラフ６－６のように、耐震診断及び耐震改修の需要やそれらに係る費用の軽減の要

望が多いことから、目標である耐震化６０％を達成させるためには、木造住宅につ

いて、国の「住宅・建築物耐震改修等事業」などを活用した耐震診断及び耐震改修

に対する補助制度の創設に努めます。

特に、避難場所、避難通路、避難輸送道路に沿った住宅については、耐震化支

援の促進を図ります。

③ 特定建築物・特定建築物以外の建築物の耐震化の促進

特定建築物・特定建築物以外の建築物(次のアからオまで)についても、②と同様

に耐震診断や耐震改修の促進に努めます。

ア 被災後復旧活動の拠点となる公共性の高い建築物

イ 高齢者・身体障害者等災害弱者が利用する施設

ウ 多数の者が利用する施設

エ 住宅(大規模な分譲共同住宅含む。)

オ 形態、構法、構造壁の配置、建築年代等からみて耐震性が劣ると考えられる建

築物
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グラフ６－１

グラフ６－２

グラフ６－３

問１２－２　現在住んでいる住宅の耐震診断を受けてみたいか

52%
46%

2%

思う                

思わない            

無回答              

問１２　現在住んでいる住宅はどちらですか

90%

6%

4%

木造住宅で持ち家である            

左記以外である      

無回答              

問１２－３　耐震診断を受けてみたい理由

56%

42%

2%

0% 今の住まいの安全性について
不安だから確認したい          

今後の住宅の改修や補修の
参考にしたいから

その他              

無回答              
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グラフ６－４

グラフ６－５

グラフ６－６

問１２－７　耐震診断を受けてみたいと思わない理由

2.2

6.2

7.9

9

10.1

11.8

19.7

33.7

65.7

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

報道では秋田で大地震の起こる確率が低いとされているから

その他

日本海中部地震（昭和５８年）でも被害がなかったから

いつ発生するか分からない地震に対して備える気にならないから

地震保険に入っているので、多少被害にあっても心配ないから

耐震上問題のない住宅だから

耐震改修が必要と判定されても改修する気持ちはないから

経済的余裕がないため
Ｎ=１７８

％

問１３　個人住宅への地震対策で、市は支援を行うべきか

66%

26%

8%

思う                

思わない            

無回答              

問１２－５　耐震診断で危険と判断されたらどんな対策を考えるか

69%

10%

16%

2%

3%

耐震補強工事を検討  

建て替えを検討      

特に何も考えない    

その他              

無回答              
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（２）市所有建築物の耐震化と管理

① 管理台帳の整備

本市は、市所有の建築物について、管理者、規模、構造、用途、建築履歴、耐震診

断、耐震改修の有無等からなる台帳を整備し耐震化の状況を把握します。

② 耐震性の保持

新耐震設計基準の施行日、昭和５６年６月１日以後に建築された建築物について

も必要に応じて耐震診断を行ない、耐震化が必要な場合には耐震改修を行なうなど

耐震性の保持に努めます。

（３）地震時に通行を確保すべき道路

「大仙市地域防災計画」において指定する地震等の災害時における効率的な「緊急

輸送道路」(図６－１) については、地震時に通行を確保すべき道路として県促進

計画の中で指定されています。この道路の沿線地域の不燃化・耐震化を促進し、倒

壊建築物その他による障害物の発生を最小化するよう努めます。

また県が指定している緊急輸送道路と併せて､市内において指定されている道路（

市道）についても、耐震改修促進法第５条第３項第１号の規定に基づいて建築物の

耐震化を促進すべきものとして指定します。

なお、緊急輸送道路（図６－１）については、関係機関（国・県・警察・消防等）

による見直しの際には、沿道の建築物についても合わせて耐震化の検討を行います。
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図６－１ 緊急輸送道路
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７ 地震に対する安全性の向上に向けた啓発及び知識の普及に関する施策

(１） 地震防災マップの作成・公表

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題 、地域の問題として意識する

ことができるようにするため、発生のおそれがある地震による危険性の程度を記

載した地図(以下「地震防災マップ」という。）を、今後概ね３年を目途に作成し、

町内会や各種メディアを活用して普及・啓発に努めます。

（２） 相談窓口の設置

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・

建築物の所有者等が安心して耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっ

ています。

この課題に対応するため、市では平成１８年度から設置しているリフォーム相

談窓口において、市民からの耐震診断・耐震改修にかかる相談について、県が設

置している相談機関を紹介したり、助成制度等の情報提供を行ないます。

(３） 啓発及び知識の普及

耐震診断・改修に関する事業の推進に資するため、パンフレットの作成及び配布

により助成制度概要等について市民へ情報提供を行ないます。

また、広報誌やホームページを活用し、できるだけ多数の市民に情報が提供さ

れるよう工夫します。

（４） 地域との連携に関する方針

本市では、専門知識のある地域の専門業者、建築設計業者と情報を共有化する

とともに、行政区や自治会（町内会）での地震防災対策への取り組みの推進を図

り、意識の高揚に努めます。
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８ 関連施策

本市では、耐震診断・耐震改修の円滑な推進を図るため、建築関係団体・民間の

建築物所有者団体等とも連携を図りながら、建築物の耐震化の推進方策等の検討・

情報交換を行うとともに、推進体制の整備・拡充を行い、本計画の推進を図ります。


